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   市政に関する提言書の提出について 

 

 昨年度、総務常任委員会において「公共交通のあり方について」の所管事務調

査が行われ、この度、市政に関する提言書が提出されました。 

つきましては、当該提言書を市議会からの提言として別紙のとおり提出しま

すので、その内容を踏まえ、今後の予算措置並びに市政執行に取り組まれますよ

う要望いたします。 
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市政に関する提言書 
総務常任委員会 

 

 

伊賀市における目指すべき公共交通のあり方と移動の確保について 

 

 

１， 現状と課題 

鉄道、バス共に人口減少などによる影響で、利用者数が確実に減少しています。行

政において様々な検討、改善を行っていただいているところではありますが、市民が充

分に納得いくような結果には至っていないと思われます。 

伊賀市の公共交通としての市民の移動手段では満足度の低い状態が続いている状

況であります。 

そして、減少する伊賀市の財政の中、交通はシビル･ミニマムと言われ、限られた予

算の中で効果的、効率的に運行することは重要でありますが、財政にとらわれると本当

に必要な交通手段の確保はできないと考えます。 

昨今、住民の意識や住民の活力をより支援していくことは住民自治の存続の上でも

大変重要であり、交通はまちづくりの源であることを再認識するところであります。 

また、公共交通は単に利用を促すのではなく、市民自ら利用したくなるような仕掛け

や制度が必要であると考えます。 

公共交通の整備は市の責務であり、伊賀市に合った交通体制で利便性の向上を図る

ことが、住みたくなるまち、住み続けたいまちへと繋がることから、所管事務調査を行

い、提言を行うものであります。 

 

 

２， 上記事項に対する提言 

（１）伊賀市地域公共交通計画では、地域の輸送資源を総動員して市民の移動手段の確保

を図るという旨の記載がされています。子どもから高齢者、障がい者に至るまで、誰ひとり

取り残すこと無く移動の確保が保障されなくてはならないことから、公共交通が担う範囲、

ボランティア輸送が担う範囲及び地域送迎の役割などを整理して各種交通が担う役割を

明確にすること。 

 

（２）伊賀鉄道伊賀線は、令和４年７月に全線開通１００周年を迎え、伊賀線の将来に繋がると

して催しも行われていますが、毎年利用者数の減少が続いています。また、経営的にも一

般会計からの赤字補填が続いており、厳しい状況にあると言えます。 

昨年度、鉄道事業再構築実施計画の中間評価が行われたところでありますが、財務状

況を分析し、人件費の抑制をはじめあらゆる経費の削減を図ること。 

さらに、近い将来を見据えて、ＢＲＴの導入など、経営のあり方を含めた様々な検討を行



 

 

うこと。 

また、近鉄大阪線をはじめＪＲ関西本線、ＪＲ草津線は、伊賀市地域公共交通計画にお

いて公共交通軸と位置づけ利用促進を図られていますが、市民からはバス交通への乗り

換え、乗り継ぎの接続の不安定さや利便性に欠けるなどの意見が常に聞かれますので、

利用しやすく、乗りたくなるような仕掛けを更に検討すること。 

 

（３）廃止代替バスは、バス運行を残すために伊賀市が資金を拠出して運行を委託していま

すが、現状の定時定路線運行では利用ニーズに合っていない部分も見受けられます。 

現在、島ヶ原で進めようとしている新たな交通デマンド等の試験運行を早急に実施し、

データの検証を行うと共に伊賀市内全域への効果的な普及・改善を行うこと。 

 

（４）行政バスは、地域に密着した移動手段であり、利用も期待できるはずでありますが、地

域によって始発、終発時間のバラつきがあり、移動格差が生じています。 

今回、いがまち、阿山地域及び大山田地域で一部区間のフリー乗降が実施されていま

すが、利用者の意見を聞き、地域の実情に応じた手法であるかの検証が必要であると考

えられます。 

中山間地域ではデマンド交通への期待は高く、事前予約の手間は発生しますが、自宅

前まで迎えに来るデマンド交通は有効な手法の一つであると考えられます。身近な行政

バスであるからこそ移動の「質と量」を見極め、各地域の実情に応じた交通システムの検

証を早急に行うこと。 

 

（５）地域運行バスは、地域の声を形にする運行ですが地元負担が発生する運行スタイルで

あり、実施地域にとっては良い面と悪い面があります。地域運行バスの制度に則って運行

計画を進めることによって、伊賀市から補助金は見込まれますが、自主運行するか、運行

委託するかで利便性や融通性、経営や運行状況まで変わってきます。 

特に運行委託した場合、運行経費の２０％が地元負担金として重くかかってきますの

で、運行委託した場合の地元負担割合の見直しが必要と思われます。 

地域がバス運行を検討する際には、地域運行バス制度に則って進めないと補助ができ

ないなどの課題があります。現状の制度で運行実施するには課題が多いので、抜本的な

制度の見直しを行い柔軟で地域の活力が引き出せるような地域運行バスとなるよう改善す

ること。 

 

（６）地域が実施する助け合いの互助活動による送迎については、全国的にみても広がりを

みせてきています。しかし、互助活動の送迎に関しては伊賀市の支援策は無い現状であ

ります。現実的には公共が担う交通システムでは、伊賀市内全域全市民の移動の確保は

難しいと考えられます。 

地域から自発的に動き出す互助活動による送迎は、利用者目線なので使いやすく継続

的であることから、子どもから高齢者、障がい者に至るまでの移動の確保が可能となりま

す。伊賀市は互助活動による送迎に対して法的なアドバイスや先進事例の紹介、更に補

助や助成金の支援を行うこと。 



 

 

 

これからの移動手段、交通は用意されたものだけではなく、住民自らが考え創り出す交通

も生活の中心となる可能性を大きく秘めています。 

伊賀市は環境により地域性は異なりますが、誰もが公平に移動できるよう、市内全てのあ

らゆる交通手段を総動員し、全市民の移動手段の確保に努めること。また、廃止代替バスに

代わる手法として様々な手法が考えられますが、伊賀市は運行における責任の公平性や地

域の意見を考慮し、刻々と変わりゆく社会状況、技術革新に対して柔軟に対応すべく、必要

に応じ伊賀市地域公共交通計画の見直しを行っていただきたい。 

その中には市民の意欲を引き出す支援策の取り入れ、交通事業者を交え、市民にとって

満足度の高い移動手段が構築され、持続可能な交通運営が図られるよう、様々な角度から

素早い検討を重ねることを期待します。 

 

 

以上、伊賀市における目指すべき公共交通のあり方と移動の確保について、提言いたし

ます。 

 


